
 

① 

保険診療につきましては本人負担分を任意保険会社より本人又は医療機関に支払い 残額はそれぞれ
の機関より任意保険会社に請求があります。先生ご指摘の通り交通事故につきましては保健適用しな

いと主張する医療機関もございますので、その際は医療機関を変えるなどさせていただいております。

同時に保険適用の場合でも本人負担分は窓口にて清算が原則の医療機関もございますし、本人負担分

を任意保険会社に請求してくれる医療機関もございますので適時対応させていただいております。 



 
 
 
 

② 

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の

一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変り

がなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関

等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解されるよう指導されたい。 
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③ 

 医療機関に支払の確認連絡を入れる際は、混乱や勘違いを防ぐため必ず内容説明の上 請求のお願いを申
し上げます。同時に被害者にも保険での受診を必ず申し出るよう説明いたします。治療費の内 保険適用と
適用以外の件ですが、原則的に治療は全て保険適用と理解しております(専門外ですので断定できませんが) 
但し、保険適用の治療では満足度が低い場合が考えられますので、その際は被害者と相談の上、対応を決定

いたします。 
被害者の対応ですが、怪我をした相手の被害者に賠償する「対人賠償」と自分も怪我をしてしまったときの

「人身障害」がございます。 
今回の遠藤さんの事故のケースは、遠藤さんの友人が運転する車の助手席に乗車し駐車中の車に追突して受

傷したケースです。基本的には運転していた友人が遠藤さんを「対人賠償」する事も可能ですが、事情があ

り(プライバシーに関しますので詳細はご説明できません)運転していた友人の任意保険である人身障害保険
にて対応いたしており、その場合は約款上保険の使用が義務づけられております。以上取り急ぎご連絡申し

上げますので、ご不明な点などございましたらご一報下さい。 以上 
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(質問) 

交通事故で前歯４本がハセツした患者が、自賠責保険の適用での診療で受診しました。すると、保険

会社より「補綴物もすべて保険の範囲でお願いします。健康保険を適用し、患者負担分(3 割)を請求

してください」との依頼だったので、「ＭＢは？」と尋ねると、「厚労省の通達でＭＢは自賠責の適応

から外れたので認められない。前装冠での補綴でお願いします。」との返答でした。 

税理士に聞くと「限度額が 30 万円なので、病院に入院した際 その枠を超えてしまったのでは？」

と言ってます。 

厚労省からの通達は事実ですか？ 通達でなく限度額が理由なら 患者が希望すれば事情を説明した

上で“患者の自腹”になるのでしょうか？ 幸手 

 

 質問した先生より以下の追加事項がありました。 

｢診療報酬請求の手引き｣(赤本)を参考にしましたが、 

１.この手引きにあるルール(１点 20 円)は全国共通なのか？ 保険会社は「患者負担の３割分 

のみを請求してください」と言ってるが 埼玉県以外なら無効なのか？ 

２.35 年前(昭和 43 年)の資料を根拠に保険会社は｢適用外｣を主張しているが、手引き(赤本)は、 

｢以前はそうだったが、今では違う｣と言うような その資料の存在を承知した上で書かれて 

いるのか？ 

 

 

＝赤本より引用＝ 

 


